
 

 

議案第５６号  

 

   指定管理者の指定について 

 

 本市は、指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

 

１ 施設の名称 

秦野市カルチャーパーク（文化会館、図書館等を除く。）及び秦野市立お

おね公園 

２ 指定管理者とする団体 

 (1) 共同企業体名 

   ミズノグループ 

(2) 代表となる団体 

   大阪府大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

   美津濃株式会社 

    代表取締役 水 野 明 人 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

  令和３年９月７日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 秦野市カルチャーパーク（文化会館、図書館等を除く。）及び秦野市立おお

ね公園の指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

により議会の議決を求めるものであります。 
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議案第５６号資料１  

 

   ミズノグループの概要について 

 

１ 構成員 

 (1) 大阪府大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

   美津濃株式会社 

    代表取締役 水 野 明 人 

 (2) 大阪府大阪市中央区北浜四丁目１番２３号 

   ミズノスポーツサービス株式会社 

    代表取締役 篠 村 嘉 将 

(3) 東京都品川区東品川四丁目１０番１号 

   コナミスポーツ株式会社 

    代表取締役 有 坂 順 一 

 (4) 神奈川県平塚市真田四丁目３９番３８号 

   東海体育指導株式会社 

    代表取締役 西久保 好 生 

 (5) 神奈川県横浜市西区南幸二丁目１６番２０号 

   株式会社オーチュー 

    代表取締役 椎 原 正 尚 

 

２ 設立年月日 

構成員 設立年月日 

美津濃株式会社 明治３９年４月１日 

ミズノスポーツサービス株式会社 平成元年４月１日 

コナミスポーツ株式会社 昭和４８年３月１４日 

東海体育指導株式会社 昭和５４年３月２０日 

株式会社オーチュー 昭和６０年１１月１日 
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３ 法人の事業概要及び本事業での役割 

構成員 法人の事業概要 本事業での役割 

美津濃株式会社 (1) スポーツグッズ、スポーツウエ 

ア等のスポーツに関わる製品の製 

造・卸売・販売 

(2) スポーツ施設の建設・施設運営、

スクール事業等 

総括管理・運営

業務 

ミズノスポーツ

サービス株式会

社 

公共スポーツ施設（指定管理、運営 

受託、ＰＦＩ）、直営フットサルコー 

ト及びフィットネス施設の管理運営等 

運営全般業務 

コナミスポーツ

株式会社 

(1) スポーツクラブの開発・運営 

(2) 公共団体及び民間企業の各種ス 

ポーツ施設の運営受託 

(3) フィットネス機器及びサプリメ 

ントの開発・販売等 

運営補佐（トレ

ーニングルーム

運営） 

東海体育指導株

式会社 

(1) スイミングクラブの管理経営 

(2) スポーツ用品の器具及び機械の 

販売 

(3) 体育施設及び教育施設の保守・ 

管理・警備等 

運営補佐（プー

ル運営等） 

株式会社オーチ

ュー 

(1) 公共施設の管理業務 

(2) 建物、施設及び建物付属設備の 

清掃、保守点検管理・修繕 

(3) スポーツ施設の運営・点検管理 

等 

維持管理業務 

 






















